
議案第１６号 

倉敷市教育委員会行政組織規則の改正について 

 倉敷市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

   令和５年３月２８日提出 

                       倉敷市教育委員会         

                       教育長 井 上 正 義        

 

倉敷市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則 

 倉敷市教育委員会行政組織規則（昭和５１年倉敷市教育委員会規則第１４号）の一部を次の

ように改正する。 

 第６条の表中 

 

 

 

 

 

 

 第８条第９項中「及び副参事は、上司の命を受け」を「は、教育次長及び部長を補佐し、特

定事務を掌理する。ただし、部に属さない参事は、教育次長を補佐し」に改め、同条中第１３

項を第１４項とし、第１０項から第１２項までを１項ずつ繰り下げ、第９項の次に次の１項を

加える。 

１０ 副参事は、上司の命を受け、特定事務を掌理する。 

第１２条生涯学習課の事務分掌中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号から第１６号

までを１号ずつ繰り上げる。 

第１２条生涯学習課の事務分掌の次に次の室名及び事務分掌を加える。 

 生涯学習施設再編整備室 

(１) 生涯学習施設の再編整備に関すること。 

(２) 図書館システムに関すること。 

   附 則 

生涯学習部   生涯学習課  

文化財保護課  

生涯学習部   生涯学習課  

 生涯学習施設再編整備室  

文化財保護課  

「 

」

「 

を 

教育企画総務課 

「 

に改める。 

」

「 



 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 提案理由 

行政組織改正に伴い規定を整備する等のため、規則を改正するものである。 
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育
次
長
は
、
上
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の
命
を
受
け
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事
務
局
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
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を
指

揮
監
督
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上
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の
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を
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事
務
局
の
事
務
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。
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部
長
は
、
上
司
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を
受
け
、
部
の
事
務
を
掌
理
し
、
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を
指
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督
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部
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事
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司
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。

 

４
 
次
長
は
、
部
長
を
補
佐
し
、
部
内
の
総
合
調
整
を
図
る
と
と
も
に
、
所
掌
事
務
を
掌

理
し
、
部
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

 

５
 
課
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

 
５

 
課
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。
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す
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す
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。
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す
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す
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す
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。
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す
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。
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。
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す
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。
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。
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。

 
 

 
 

 
 

 



 

      
                 

倉敷市行政組織 改正 

  

    令和 ５ 年 ２ 月 
    

議案第１６号関連資料 



令和５年度 倉敷市行政組織改正 基本方針  
    

  

１ 公共施設個別計画に基づく大規模施設整備事業の効率的な推進  

・倉敷市公共施設個別計画に基づき、今後、大規模施設の再編整備を短期間で実施すること

になるため、計画の全庁的な統括、調整及び個別の施設所管課の支援等を行うために、企画

財政部に次長級組織の「公共施設再編整備支援室」を新設する。  

併せて新組織へ業務の一部を移管することから、「公有財産活用室」を「公有財産活用

課」として課長級組織に改組する。  

・教育委員会が所管する施設についても、計画を着実に推進するため、生涯学習課内 

に課長補佐級組織の「生涯学習施設再編整備室」を新設する。  

  

  

２ 地域のデジタル化推進のための体制強化  

地方行政のデジタル化が国を挙げて進められている中で、地域のデジタル化を推進する体

制をより一層強化するため、企画財政局に「情報政策部」を新設し、「情報政策室」と「デ

ジタルガバメント推進室」を企画財政部から移管する。併せて、「デジタル 

ガバメント推進室」を課長級組織から次長級組織へ改組する。  

  

  

３ 雇用に関する政策の推進  

令和５年４月にＧ７倉敷労働雇用大臣会合が開催されることを契機に、国が進める働き方

改革等も踏まえ、若者、女性、高齢者、障がい者、外国人など全ての働く意欲のある人が十

分にその能力を発揮できるよう、雇用に関する多様な政策をより推進していくため、「労働

政策課」を「労働雇用政策課」に改称する。  

  

  

  


